
住宅建築時における近隣事業者説明等に関する要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は，豊中市企業立地促進計画（平成３０年１月策定）の目的である無秩序な開発による

住工混在問題を防ぎ，住宅と事業所が共存・共生し，事業所の安定した操業環境を維持・形成するため，

豊中市企業立地促進条例（平成２０年豊中市条例第９号。以下「企業立地促進条例」という。）第２条第

１項第９号に規定する産業誘導区域内における住宅建築において，その建築段階から住宅建築主と事業

者の相互理解の関係性を構築することを目的とする。 

 

（定義）  

第２条 この要綱における用語の意義は，企業立地促進条例の定めるところによるもののほか，当該各号

に定めるところによる。 

⑴ 住宅 一戸建て住宅，兼用住宅，長屋又は共同住宅 

⑵ 建築 建築基準法（昭和２５年５月２４日法律第２０１号。以下「建基法」という。）第２条第１３

号に定めるところによる。 

⑶ 建築主 建基法第２条第１６号に定めるところによる。 

 ⑷ 事業者 日本標準産業分類（令和５年総務省告示第２５６号）に規定する各種事業を行う法人事業

者又は個人事業者 

 

（近隣事業者への説明等を行う者） 

第３条 この要綱による近隣事業者への説明等を行う者は，産業誘導区域内において，住宅を建築する建

築主とする。 

 

（届出書の提出） 

第４条 建築主には原則として当該住宅の建築着工の３０日前までに，産業誘導区域内における住宅建築

に関する届出書（様式第１号。以下「届出書」という。）を提出するよう要請するものとする。 

２ 届出書の提出があった場合は，内容等を確認し，当該住宅の建築計画地が産業誘導区域内であれば，

建築主に次条に規定する近隣事業者への説明等を行うよう要請するものとする。 

 

 

（近隣事業者への説明等の内容） 

第５条 建築主が産業誘導区域内において住宅を建築する場合は，近隣事業者へ当該住宅の建築計画を説

明するよう要請するとともに，当該住宅における防音や振動等に対する自主的対策を講じるよう要請す

るものとする。 

⑴ 説明対象である近隣事業者は，住宅地図上において，当該住宅の建築計画地の敷地境界から概ね１

５メートル以内の範囲内に含まれる事業者とする。 

⑵ 防音や振動等に対する自主的対策については，当該住宅の建築計画地の用途地域の特性や近隣事業

者の操業状況等を踏まえて，二重サッシ等の自主的対策を施すよう要請するものとする。 

 

（近隣事業者への説明等の実施報告） 

第６条  建築主には原則として当該住宅の建築着工までに，産業誘導区域内における住宅建築に関する近

隣事業者説明等結果報告書（様式第２号－１。以下「説明結果報告書」という。）を次の各号に定める書

類を添付して，市長に提出するよう要請するものとする。 

 ⑴ 当該住宅の建築計画がわかる平面図，立面図，位置図等書類 

⑵ 説明先事業者，説明内容，説明経過及び説明結果等がわかるよう必要な情報を記載した書類（様式

第２号－２） 



⑶ その他市長が必要と認める書類 

 

（住宅の建築計画の変更等） 

第７条  建築主には当該住宅の建築計画が変更・中止・廃止のいずれかに該当することとなった場合は，

市長に報告するよう要請するものとする。 

 

（施行細目） 

第８条 この要綱の施行について必要な事項は，市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は，平成３１年１月１日から施行する。 

この要綱は，令和３年１月１日から施行する。 

この要綱は，令和６年４月１日から施行する。 



 



 



 


